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自動車点検基準　資料

1　スプリングの損傷
2　取付部及び連結部の緩み、がた及び
損傷

コイル・サスペンション

レベリング・バルブの機能1　エア漏れ
（※2）2　ベローズの損傷
（※2）3　取付部及び連結部の緩み及び

損傷

エア・サスペンション

1　ペダルの遊び及び切れたときの床板と
のすき間

2　作用
3　液量

クラッチ

（※2）　連結部の緩み 1　自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及
び損傷

2　継手部のがた
3　センタ・ベアリングのがた

プロペラ・シャフト及びドラ
イブ・シャフト

（※2）1　エア・クリーナ・エレメントの状態
2　低速及び加速の状態
３　排気の状態

シリンダ・ヘッド及びマニホールド各部の締
付状態本体

12月ごと
〔3月ごとの点検に次の点検を加えたもの〕

点検時期
点検箇所 3月ごと

ホイール

取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷スプリングの損傷

（※3）1　ホイール・ナット及びホイール・ボ
ルトの損傷

2　リム、サイド・リング及びディスク・ホイ
ールの損傷

3　リヤ・ホイール・ベアリングのがた

（※2）1　タイヤの状態
2　ホイール・ナット及びホイール・ボルトの
緩み

（※2）3　フロント・ホイール・ベアリングのが
た

リーフ・サスペンション

（※2）　油漏れ及び油量トランスミッション及びトラ
ンスファ

（※2）（※4）1　点火プラグの状態
2　点火時期

ディストリビュータのキャップの状態
点火装置

油漏れ及び損傷ショック・アブソーバ

（※2）　油漏れ及び油量デファレンシャル

ターミナル部の接続状態バッテリ

接続部の緩み及び損傷電気配線

油漏れ潤滑装置

燃料漏れ燃料装置

ファン・ベルトの緩み及び損傷 水漏れ冷却装置
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1　触媒反応方式等排出ガス減少装置の取
付けの緩み及び損傷

2　二次空気供給装置の機能
3　排気ガス再循環装置の機能
4　減速時排気ガス減少装置の機能
5　配管の損傷及び取付状態

一酸化炭素等発散防止装置

作用
警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、
デフロスタ及び施錠装置

コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及び
アンローダ・バルブの機能

エア・タンクの凝水
エア・コンプレッサ

ガス容器取付部の緩み及び損傷導管及び継手部のガス漏れ及び損傷高圧ガスを燃料とする燃料装置等

1　非常口の扉の機能
2　緩み及び損傷
（※3）3　スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
（※3）4　スペアタイヤの取付状態
（※3）5　ツールボックスの取付部の緩み、及び損傷

車枠及び車体

1　カプラの機能及び損傷
2　ピントル・フックの磨耗、亀裂及び損傷

連結装置

12月ごと
〔3月ごとの点検に次の点検を加えたもの〕

点検時期
点検箇所 3月ごと

ブローバイ・ガス還元装置

1　配管等の損傷
2　チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
３　チェック・バルブの機能

1　メターリング・バルブの状態
2　配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置

（※2）　取付けの緩み及び損傷 マフラの機能エグゾースト・パイプ及びマフラ

座席 （※1）　座席ベルトの状態

機能開扉発車防止装置

シャシ各部の給油脂状態その他

ば
い
煙
、悪
臭
の
あ
る
ガ
ス
、有
害
な
ガ
ス
等
の
発
散
防
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装
置

（注）①（※1）印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。
②（※2）印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が3か月間当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該
点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。
③（＊3）印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
④（＊4）印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。

●点検整備
第13条　貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、
次に掲げる事項を遵守しなければならない。
　（1）事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮

して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
　（2）前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第49条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記

載し、これを保存すること。

■貨物自動車運送事業輸送安全規則
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■地方貨物自動車運送適正化事業実施機関一覧
実施機関名 郵便番号 所在地 電　話 ＦＡＸ

■地方貨物自動車運送適正化事業実施機関一覧
実施機関名 郵便番号 所在地 電　話 ＦＡＸ

北海道貨物自動車運送適正化事業実施機関 064－0809 札幌市中央区南9条西1－1－10
札幌市中央区南9条西1－1－10

紫波郡矢巾町流通センター南2－9－1

011－551－1357 011－520－6520
　札幌事務所 064－0809 011－206－7900 011－520－6520

函館市西桔梗町555－32　函館事務所 041－0824 0138－49－1777 0138－49－1659
室蘭市日の出町3－4－11　室蘭事務所 050－0081 0143ー44－0993 0143－45－8024
旭川市流通団地2－4　旭川事務所 079－8442 0166－48－7244 0166－47－5079
帯広市西19条北2－4　帯広事務所 080－2459 0155－36－8575 0155－35－4614
釧路市鳥取大通6－1－4　釧路事務所 084－0906 0154－51－3108 0154－52－4019
北見市光西町167　北見事務所 090－0835 0157－24－4833 0157－24－8613
青森市大字荒川字品川111－3青森県貨物自動車運送適正化事業実施機関 030－0111 017－729－2000 017－729－2266

岩手県貨物自動車運送適正化事業実施機関 020－0891 019－637－2171 019－638－5010
仙台市若林区卸町5－8－3宮城県貨物自動車運送適正化事業実施機関 984－0015 022－238－2721 022－238－4336
秋田市寺内蛭根1－15－20秋田県貨物自動車運送適正化事業実施機関 011－0904 018－863－5331 018－863－7354
天童市蔵増1465－16山形県貨物自動車運送適正化事業実施機関 994－0075 023－616－6135 023－616－6138
福島市飯坂町平野字若狭小屋32福島県貨物自動車運送適正化事業実施機関 960－0231 024－558－7755 024－558－7731

新潟市中央区新光町6－4新潟県貨物自動車運送適正化事業実施機関 950－0965 025－285－1717 025－285－8455
長野市南長池710－3長野県貨物自動車運送適正化事業実施機関 381－8556 026－254－5151 026－254－5155

水戸市見川町2440－1茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関 310－0913 029－303－7201 029－303－7202
宇都宮市八千代1－5－12栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関 321－0169 028－684－5882 028－684－5889
前橋市野中町595群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 379－2194 027－261－0244 027－261－7576
さいたま市大宮区北袋町1－299－3埼玉県貨物自動車運送適正化事業実施機関 330－8506 048－645－2774 048－631－2006
千葉市美浜区新港212－10千葉県貨物自動車運送適正化事業実施機関 261－0002 043－302－1980 043－247－2691
新宿区四谷3－1－8東京都貨物自動車運送適正化事業実施機関 160－0004 03－3359－4138 03－3359－6009
横浜市港北区新横浜2－11－1神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関 222－8510 045－471－5877 045－471－5536
笛吹市石和町唐柏1000－7山梨県貨物自動車運送適正化事業実施機関 406－0034 055－262－5561 055－263－2036

富山市婦中町島本郷1－5富山県貨物自動車運送適正化事業実施機関 939－2708 076－495－8800
076－239－2287金沢市粟崎町4－84－10石川県貨物自動車運送適正化事業実施機関 920ー0226 076－239－2285
076－495－1600

福井市別所町第17号18－1福井県貨物自動車運送適正化事業実施機関 918－8115 0776－34－1713 0776－34－2136
岐阜市日置江2648－2岐阜県貨物自動車運送適正化事業実施機関 501－6133 058－279－3771 058－279－3773
静岡市駿河区池田126－4静岡県貨物自動車運送適正化事業実施機関 422－8510 054－283－1920 054－283－1921
みよし市福谷町西の洞21－127愛知県貨物自動車運送適正化事業実施機関 470－0217 0561－76－2242 0561－76－3033
津市桜橋3－53－11三重県貨物自動車運送適正化事業実施機関 514－8515 059－227－6767 059－225－2095
守山市木浜町2298－4滋賀県貨物自動車運送適正化事業実施機関 524－0104 077－585－8080 077－585－8015
京都市伏見区竹田向代町48－3京都府貨物自動車運送適正化事業実施機関 612－8418 075－671－3175 075－661－0062
大阪市城東区鴫野西2－11－2大阪府貨物自動車運送適正化事業実施機関 536－0014 06－6965－4024 06－6965－1902
神戸市灘区大石東町2－4－27兵庫県貨物自動車運送適正化事業実施機関 657－0043 078－882－5556 078－882－5565
大和郡山市額田部北町981－6奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 639－1037 0743－23－1200 0743－56－2228
和歌山市湊1414和歌山県貨物自動車運送適正化事業実施機関 640－8404 073－422－6771 073－422－6121
鳥取市丸山町219－1鳥取県貨物自動車運送適正化事業実施機関 680－0006 0857－22－2694 0857－27－7051
松江市東朝日町194－1島根県貨物自動車運送適正化事業実施機関 690－0001 0852－21－4272 0852－22－4408
岡山市北区青江1－22－33岡山県貨物自動車運送適正化事業実施機関 700－8567 086－234－8211 086－234－5600
広島市東区光町2－1－18広島県貨物自動車運送適正化事業実施機関 732－0052 082－264－1539 082－261－2496
山口市宝町2－84山口県貨物自動車運送適正化事業実施機関 753－0812 083－922－0978 083－925－8070
徳島市北田宮2－14－50徳島県貨物自動車運送適正化事業実施機関 770－0003 088－632－8810 088－632－4701
高松市福岡町3－2－3香川県貨物自動車運送適正化事業実施機関 760－0066 087－851－6381 087－821－4974
松山市井門町1081－1愛媛県貨物自動車運送適正化事業実施機関 791－1114 089－957－1069 089－993－5501
高知市南の丸町5－17高知県貨物自動車運送適正化事業実施機関 780－8016 088－832－3499 088－831－0630
福岡市博多区博多駅東1－18－8福岡県貨物自動車運送適正化事業実施機関 812－0013 092－451－7846 092－451－7964
佐賀市高木瀬西3－1－22佐賀県貨物自動車運送適正化事業実施機関 849－0921 0952－36－6653 0952－36－6658
長崎市松原町2651－3長崎県貨物自動車運送適正化事業実施機関 851－0131 095－838－2281 095－839－8508
熊本市東町4－6－2熊本県貨物自動車運送適正化事業実施機関 862－0901 096－369－3968 096－369－1194
大分市向原西1－1－27大分県貨物自動車運送適正化事業実施機関 870－0905 097－558－6311 097－552－1591
宮崎市恒久1－7－21宮崎県貨物自動車運送適正化事業実施機関 880－8519 0985－53－6767 0985－53－2285
鹿児島市谷山港2－4－15鹿児島県貨物自動車運送適正化事業実施機関 891－0131 099－261－1167 099－262－5500
那覇市港町2－5－23沖縄県貨物自動車運送適正化事業実施機関 900－0001 098－863－0280 098－863－3591
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